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【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
　設置場所を基礎として被支持体を支持する支持構造体であって、
上方に向いた第一下部案内面を持った第一下部案内部材と上方に向いた第二下部案内面を
持った第二下部案内部材と中間ガイド上部部材とを有し前記第一下部案内部材と前記第二
下部案内部材とを前記中間ガイド上部部材を中間に挟んで水平面内の所定の一方向である
所定方向に並べて設置場所に据え付けることをできる下部構造と、
被支持体を支持できる構造体である中間部材と、
前記中間部材に支持され前記中間ガイド上部部材に上方から接触されて前記所定方向に移
動自在に案内されることをできる中間ガイド下部部材と、
前記中間部材の前記所定方向の一方の側に支持され前記第一下部案内面に下方から接触さ
れて前記第一下部案内部材に前記所定方向に案内されることをできる第一下部移動体と、
前記中間部材の前記所定方向の他方の側に支持され前記第二下部案内面に下方から接触さ
れて前記第二下部案内部材に前記所定方向に案内されることをできる第二下部移動体と、
を備え、
前記中間部材が前記所定方向に往復移動する際に、前記第一下部移動体が前記第一下部案
内面に接触し、前記第二下部移動体が前記第二下部案内面に接触し、前記中間ガイド上部
部材と前記中間ガイド下部部材との上下方向の隙間寸法をゼロまたは略一定の値に保持で
きる、
ことを特徴とする支持構造体。
【請求項２】
　前記第一下部移動体または前記第二下部移動体が水平面内で前記所定方向に直交する直
交方向に延びた回転軸の回りに滑り軸受を介して回転でき外周を前記第一下部案内面また
は前記第二下部案内面の上を転動できる車輪を持ち、
中間ガイド上部部材または中間ガイド下部部材の一方が前記直交方向に延びた回転軸の回
りに滑り軸受を介して回転できるローラを持ち、
中間ガイド上部部材または中間ガイド下部部材の他方が前記ローラの外周に接して前記所
定方向に案内しまたは案内されることできる案内面を持つ、
ことを特徴とする請求項１に記載の支持構造体。
【請求項３】
　前記中間ガイド下部部材が上方から接触されて前記中間ガイド上部部材に前記所定方向
に案内されることをできる中間ガイド下部案内面を持ち、
前記第一下部案内面の前記第一下部移動体に接触する箇所の軌跡と前記第二下部案内面の
前記第二下部移動体に接触する箇所の軌跡とが略同一の寸法と形状とのプロフィールを持
ち、
前記中間ガイド下部案内面の前記中間ガイド上部部材に接触する箇所の軌跡が前記プロフ
ィールと略同一の寸法と上下方向に線対称の形状とを持つ、
ことを特徴とする請求項１に記載の支持構造体。
【請求項４】
　前記中間ガイド上部部材が上方から接触して前記中間ガイド下部部材を前記所定方向に
案内することをできる中間ガイド上部案内面を持ち、
前記第一下部案内面の前記第一下部移動体に接触する箇所の軌跡と前記第二下部案内面の
前記第二下部移動体に接触する箇所の軌跡とが略同一の寸法と形状のプロフィールを持ち
、
前記中間ガイド上部案内面の前記中間ガイド下部部材に接触する箇所の軌跡が前記プロフ
ィールと略同一の寸法と形状とを持つ、
ことを特徴とする請求項１に記載の支持構造体。
【請求項５】
　前記プロフィールが前記所定方向に沿って下方に凹んだ形状を持ち、
前記第一下部移動体が前記第一下部案内部材に案内されて最も低い位置に位置するときに
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、水平面内で前記所定方向に直交する直交方向から見て、前記第一下部移動体が前記第一
下部案間面に少なくとも２点で接触し、または前記第二下部移動体が前記第二下部案内部
材に案内されて最も低い位置に位置するときに前記第二下部移動体が前記第二下部案内面
に少なくとも２点で接触する、
ことを特徴とする請求項３または請求項４のうちのひとつに記載の支持構造体。
【請求項６】
　下方に向いた第一上部案内面を持った第一上部案内部材と下方に向いた第二上部案内面
を持った第二上部案内部材と第一端部ガイド下部部材と第二端部ガイド下部部材とを有し
前記第一上部案内部材と前記第二上部案内部材とを前記所定方向に並べ前記第一端部ガイ
ド下部部材と前記第二端部ガイド下部部材とを前記所定方向に並べて被支持体に固定でき
る上部構造と、
前記中間部材の前記所定方向の一方の側に支持され上方から接触して前記第一端部ガイド
下部部材を水平面内で前記所定方向に直交する方向である直交方向に移動自在に案内する
ことをできる第一端部ガイド上部部材と、
前記中間部材の前記所定方向の他方の側に支持され上方から接触して前記第二端部ガイド
下部部材を前記直交方向に移動自在に案内することをできる第二端部ガイド上部部材と、
前記中間部材の前記所定方向の一方の側に支持され前記第一上部案内面に下方から接触し
て前記第一上部案内部材を前記直交方向に案内することをできる第一上部移動体と、
前記中間部材の前記所定方向の他方の側に支持され前記第二上部案内面に下方から接触し
て前記第二上部案内部材を前記直交方向に案内することをできる第二上部移動体と、
を備え、
前記中間部材が前記上部構造を介して被支持体を支持でき、
被支持体が前記直交方向に往復移動する際に、前記第一上部案内面が前記第一上部移動体
に接触され、前記第二上部案内面が前記第二上部移動体に接触され、前記第一端部ガイド
上部部材と前記第一端部ガイド下部部材との上下方向の隙間寸法及び前記第二端部ガイド
上部部材と前記第二端部ガイド下部部材との上下方向の隙間寸法をゼロまたは略一定の値
に保持できる、
ことを特徴とする請求項１に記載の支持構造体。
【請求項７】
　前記第一端部ガイド下部部材が上方から接触され前記第一端部ガイド上部部材に前記直
交方向に案内されることをできる第一端部ガイド下部案内面を持ち、
前記第二端部ガイド下部部材が上方から接触され前記第二端部ガイド上部部材に前記直交
方向に案内されることをできる第二端部ガイド下部案内面を持ち、
前記第一上部案内面の前記第一上部移動体に接触する箇所の軌跡と前記第一端部ガイド下
部案内面の前記第一端部ガイド上部部材に接触する箇所の軌跡とが略同一の寸法と形状と
を持ち、
前記第二上部案内面の前記第二上部移動体に接触する箇所の軌跡と前記第二端部ガイド下
部案内面の前記第二端部ガイド上部部材に接触する箇所の軌跡とが略同一の寸法と形状と
を持つ、
ことを特徴とする請求項６に記載の支持構造体。
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【書類名】明細書
【発明の名称】支持構造体
【技術分野】
　【０００１】
　本発明は、設置場所を基礎として被支持体を支持する支持構造体に係る。特に、地震等
によって設置場所が水平方向に揺れた際の対象物を支持する構造に特徴のある支持構造体
に関する。
【背景技術】
　【０００２】
　地震が発生すると、構造物や自動販売機や家具や棚が水平、垂直に揺すられる。また、
移動体の中に設けられた構造物や自動販売機や家具や棚が、移動体の移動中に、水平、垂
直に揺すられる。
　地震等による水平加速度が大きかったり、水平に揺すられる時間が長いと、構造物や自
動販売機や家具や棚が転倒したり、棚に並べられたものが棚から落ちてくることがある。
　構造物等が転倒したり、棚からものが落ちてくると、周辺にいる人が危害を被ったり、
通路を塞いで通行を不能にするといった二次被害を発生させることがある。
　従来、この様な事態を防止するために、構造物や自動販売機や家具や棚を設置場所にア
ンカーボルトで固定したり、十分に踏ん張れるように下部構造の水平長さを長くしたりす
る。
　【０００３】
　　【特許文献１】特開２００５－２２６６９１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
　【０００４】
　しかし、設置場所の事情により、十分な対策が取とりにくいことがある。例えば、設置
場所の基礎強度が低く、アンカーボルトで固定しても基礎が破壊することが予測される。
また、通路に面していて通路側へ下部構造を伸ばすことができない場合もある。
　【０００５】
　本発明は以上に述べた問題点に鑑み案出されたもので、簡単な構造で対象物を設置して
地震等の場合に転倒を防止することのできる支持構造体を提供しようとする。
【課題を解決するための手段】
　【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明に係る設置場所を基礎として被支持体を支持する支持
構造体を、上方に向いた第一下部案内面を持った第一下部案内部材と上方に向いた第二下
部案内面を持った第二下部案内部材と中間ガイド上部部材とを有し前記第一下部案内部材
と前記第二下部案内部材とを前記中間ガイド上部部材を中間に挟んで水平面内の所定の一
方向である所定方向に並べて設置場所に据え付けることをできる下部構造と、被支持体を
支持できる構造体である中間部材と、前記中間部材に支持され前記中間ガイド上部部材に
上方から接触されて前記所定方向に移動自在に案内されることをできる中間ガイド下部部
材と、前記中間部材の前記所定方向の一方の側に支持され前記第一下部案内面に下方から
接触されて前記第一下部案内部材に前記所定方向に案内されることをできる第一下部移動
体と、前記中間部材の前記所定方向の他方の側に支持され前記第二下部案内面に下方から
接触されて前記第二下部案内部材に前記所定方向に案内されることをできる第二下部移動
体と、を備え、前記中間部材が前記所定方向に往復移動する際に、前記第一下部移動体が
前記第一下部案内面に接触し、前記第二下部移動体が前記第二下部案内面に接触し、前記
中間ガイド上部部材と前記中間ガイド下部部材との上下方向の隙間寸法をゼロまたは略一
定の値に保持できる、ものとした。
　【０００７】
　上記本発明の構成により、下部構造が、上方に向いた第一下部案内面を持った第一下部
案内部材と上方に向いた第二下部案内面を持った第二下部案内部材と中間ガイド上部部材
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とを有する。前記第一下部案内部材と前記第二下部案内部材とを前記中間ガイド上部部材
を中間に挟んで水平面内の所定の一方向である所定方向に並べて設置場所に据え付けるこ
とをできる。中間部材が、被支持体を支持できる構造体である。中間部材に支持される中
間ガイド下部部材が、前記中間ガイド上部部材に上方から接触されて前記所定方向に移動
自在に案内されることをできる。前記中間部材の前記所定方向の一方の側に支持される第
一下部移動体が、前記第一下部案内面に下方から接触されて前記第一下部案内部材に前記
所定方向に案内されることをできる。前記中間部材の前記所定方向の他方の側に支持され
る第二下部移動体が、前記第二下部案内面に下方から接触されて前記第二下部案内部材に
前記所定方向に案内されることをできる。前記中間部材が前記所定方向に往復移動する際
に、前記第一下部移動体が前記第一下部案内面に接触し、前記第二下部移動体が前記第二
下部案内面に接触し、前記中間ガイド上部部材と前記中間ガイド下部部材との上下方向の
隙間寸法をゼロまたは略一定の値に保持できる。
　その結果、被支持体が所定方向に揺すられると、前記第一下部移動体と前記第二下部移
動体とが下部構造にある案内面に前記所定方向に案内されて、中間部材が前記所定方向に
往復移動する。被支持体が所定方向に転倒しかけると、前記第一下部移動体または前記第
二下部移動体の一方が下部構造にある案内面から浮いて、中間ガイド下部部材が前記中間
ガイド上部部材に前記所定方向に移動自在に案内されて、中間部材が前記所定方向に往復
移動する。従って、被支持体が転倒せず、被支持体に作用する加速度を緩和できる。
　【０００８】
　以下に、本発明の実施形態に係る支持構造体を説明する。本発明は、以下に記載した実
施形態のいずれか、またはそれらの中の二つ以上が組み合わされた態様を含む。
　【０００９】
　さらに、本発明の実施形態に係る支持構造体は、前記第一下部移動体または前記第二下
部移動体が水平面内で前記所定方向に直交する直交方向に延びた回転軸の回りに滑り軸受
を介して回転でき外周を前記第一下部案内面または前記第二下部案内面の上を転動できる
車輪を持ち、中間ガイド上部部材または中間ガイド下部部材の一方が前記直交方向に延び
た回転軸の回りに滑り軸受を介して回転できるローラを持ち、中間ガイド上部部材または
中間ガイド下部部材の他方が前記ローラの外周に接して前記所定方向に案内しまたは案内
されることできる案内面を持つ。
　上記本発明の構成により、前記第一下部移動体が前記直交方向に延びた回転軸の回りに
滑り軸受を介して回転でき外周を前記第一下部案内面の上を転動できる車輪を持つ。また
は、前記第二下部移動体が水平面内で前記直交方向に延びた回転軸の回りに滑り軸受を介
して回転でき外周を前記第二下部案内面の上を転動できる車輪を持つ。中間ガイド上部部
材が前記直交方向に延びた回転軸の回りに滑り軸受を介して回転できるローラを持ち、中
間ガイド下部部材が前記ローラの外周に接して前記所定方向に案内しまたは案内されるこ
とできる案内面を持つ。または、中間ガイド下部部材が前記直交方向に延びた回転軸の回
りに滑り軸受を介して回転できるローラを持ち、中間ガイド上部部材が前記ローラの外周
に接して前記所定方向に案内しまたは案内されることできる案内面を持つ。
　その結果、被支持体が水平に揺すられると、前記第一下部移動体と前記第二下部移動体
とが下部構造の案内面の上を移動し、滑り軸受の摩擦により被支持体に作用する加速度が
減衰する。被支持体が転倒しかけると、中間ガイド上部部材または中間ガイド下部部材の
一方が、中間ガイド上部部材または中間ガイド下部部材の他方の案内面の上を移動し、滑
り軸受の摩擦により被支持体に作用する加速度が減衰する。従って、被支持体に作用する
加速度を緩和できる。
　【００１０】
　さらに、本発明の実施形態に係る支持構造体は、前記中間ガイド下部部材が上方から接
触されて前記中間ガイド上部部材に前記所定方向に案内されることをできる中間ガイド下
部案内面を持ち、前記第一下部案内面の前記第一下部移動体に接触する箇所の軌跡と前記
第二下部案内面の前記第二下部移動体に接触する箇所の軌跡とが略同一の寸法と形状との
プロフィールを持ち、前記中間ガイド下部案内面の前記中間ガイド上部部材に接触する箇
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所の軌跡が前記プロフィールと略同一の寸法と上下方向に線対称の形状とを持つ。
　上記本発明の構成により、前記中間ガイド下部部材が、中間ガイド下部案内面を上方か
ら接触されて前記中間ガイド上部部材に前記所定方向に案内されることをできる。前記中
間ガイド下部案内面の前記中間ガイド上部部材に接触する箇所の軌跡が、前記第一下部案
内面の前記第一下部移動体に接触する箇所の軌跡と前記第二下部案内面の前記第二下部移
動体に接触する箇所の軌跡と略同一の寸法と上下方向に線対称の形状とを持つ。
　その結果、中間部材が前記所定方向に往復移動すると、前記第一下部移動体が前記第一
下部案内面に接触されて前記所定方向に案内され、前記第二下部移動体が前記第二下部案
内面に接触されて前記所定方向に案内され、前記中間ガイド上部部材と前記中間ガイド下
部部材との上下方向の隙間寸法をゼロまたは略一定の値に保持できる。
　【００１１】
　さらに、本発明の実施形態に係る支持構造体は、前記中間ガイド上部部材が上方から接
触して前記中間ガイド下部部材を前記所定方向に案内することをできる中間ガイド上部案
内面を持ち、前記第一下部案内面の前記第一下部移動体に接触する箇所の軌跡と前記第二
下部案内面の前記第二下部移動体に接触する箇所の軌跡とが略同一の寸法と形状のプロフ
ィールを持ち、前記中間ガイド上部案内面の前記中間ガイド下部部材に接触する箇所の軌
跡が前記プロフィールと略同一の寸法と形状とを持つ。
　上記本発明の構成により、前記中間ガイド上部部材が、中間ガイド上部案内面を上方か
ら接触して前記中間ガイド下部部材を前記所定方向に案内することをできる。前記中間ガ
イド上部案内面の前記中間ガイド下部部材に当接する箇所の軌跡が前記第一下部案内面の
前記第一下部移動体に当接する箇所の軌跡と前記第二下部案内面の前記第二下部移動体に
接触する箇所の軌跡と略同一の寸法と形状を持つ。
　その結果、中間部材が前記所定方向に往復移動すると、前記第一下部移動体が前記第一
下部案内面に接触されて前記所定方向に案内され、前記第二下部移動体が前記第二下部案
内面に接触されて前記所定方向に案内され、前記中間ガイド上部部材と前記中間ガイド下
部部材との上下方向の隙間寸法をゼロまたは略一定の値に保持できる。
　【００１２】
　さらに、本発明の実施形態に係る支持構造体は、前記プロフィールが前記所定方向に沿
って下方に凹んだ形状を持ち、前記第一下部移動体が前記第一下部案内部材に案内されて
最も低い位置に位置するときに、水平面内で前記所定方向に直交する直交方向から見て、
前記第一下部移動体が前記第一下部案内面に少なくとも２点で接触し、または前記第二下
部移動体が前記第二下部案内部材に案内されて最も低い位置に位置するときに前記第二下
部移動体が前記第二下部案内面に少なくとも２点で接触する。
　上記本発明の構成により、前記プロフィールが前記所定方向に沿って下方に凹んだ形状
を持つ。前記第一下部移動体が前記第一下部案内部材に案内されて最も低い位置に位置す
るときに前記第一下部移動体が前記第一下部案内面に少なくとも２点で接触する。または
前記第二下部移動体が前記第二下部案内部材に案内されて最も低い位置に位置するときに
前記第二下部移動体が前記第二下部案内面に少なくとも２点で接触する。
　その結果、前記第一下部移動体が最も低い位置から前記所定方向に動き出すのに一定の
力を必要とし、前記第二下部移動体が最も低い位置から前記所定方向に動き出すのに一定
の力を必要とし、被支持体を揺する力が小さいときに、前記第一下部移動体と第二下部移
動体が最も低い位置に停止し、被支持体が安定する。
　【００１３】
　さらに、本発明の実施形態に係る支持構造体は、下方に向いた第一上部案内面を持った
第一上部案内部材と下方に向いた第二上部案内面を持った第二上部案内部材と第一端部ガ
イド下部部材と第二端部ガイド下部部材とを有し前記第一上部案内部材と前記第二上部案
内部材とを前記所定方向に並べ前記第一端部ガイド下部部材と前記第二端部ガイド下部部
材とを前記所定方向に並べて被支持体に固定できる上部構造と、前記中間部材の前記所定
方向の一方の側に支持され上方から接触して前記第一端部ガイド下部部材を水平面内で前
記所定方向に直交する方向である直交方向に移動自在に案内することをできる第一端部ガ
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イド上部部材と、前記中間部材の前記所定方向の他方の側に支持され上方から接触して前
記第二端部ガイド下部部材を前記直交方向に移動自在に案内することをできる第二端部ガ
イド上部部材と、前記中間部材の前記所定方向の一方の側に支持され前記第一上部案内面
に下方から接触して前記第一上部案内部材を前記直交方向に案内することをできる第一上
部移動体と、前記中間部材の前記所定方向の他方の側に支持され前記第二上部案内面に下
方から接触して前記第二上部案内部材を前記直交方向に案内することをできる第二上部移
動体と、を備え、前記中間部材が前記上部構造を介して被支持体を支持でき、被支持体が
前記直交方向に往復移動する際に、前記第一上部案内面が前記第一上部移動体に接触され
、前記第二上部案内面が前記第二上部移動体に接触され、前記第一端部ガイド上部部材と
前記第一端部ガイド下部部材との上下方向の隙間寸法及び前記第二端部ガイド上部部材と
前記第二端部ガイド下部部材との上下方向の隙間寸法をゼロまたは略一定の値に保持でき
る。
　【００１４】
　上記本発明の構成により、上部構造が、下方に向いた第一上部案内面を持った第一上部
案内部材と下方に向いた第二上部案内面を持った第二上部案内部材と第一端部ガイド下部
部材と第二端部ガイド下部部材とを有する。前記第一上部案内部材と前記第二上部案内部
材とを前記所定方向に並べ前記第一端部ガイド下部部材と前記第二端部ガイド下部部材と
を前記所定方向に並べて被支持体に固定できる。前記中間部材の前記所定方向の一方の側
に支持される第一端部ガイド上部部材が、上方から接触して前記第一端部ガイド下部部材
を前記直交方向に移動自在に案内することをできる。前記中間部材の前記所定方向の他方
の側に支持される第二端部ガイド上部部材が、上方から接触して前記第二端部ガイド下部
部材を前記直交方向に移動自在に案内することをできる。前記中間部材の前記所定方向の
一方の側に支持される第一上部移動体が、前記第一上部案内面に下方から接触して前記第
一上部案内部材を前記直交方向に案内することをできる。前記中間部材の前記所定方向の
他方の側に支持される第二上部移動体が、前記第二上部案内面に下方から接触して前記第
二上部案内部材を前記直交方向に案内することをできる。前記中間部材が前記上部構造を
介して被支持体を支持できる。被支持体が前記直交方向に往復移動する際に、前記第一上
部案内面が前記第一上部移動体に接触され、前記第二上部案内面が前記第二上部移動体に
接触され、前記第一端部ガイド上部部材と前記第一端部ガイド下部部材との上下方向の隙
間寸法及び前記第二端部ガイド上部部材と前記第二端部ガイド下部部材との上下方向の隙
間寸法をゼロまたは略一定の値に保持できる。
　その結果、被支持体が水平方向に揺すられると、前記第一上部移動体と前記第二上部移
動体とが上部構造を前記直交方向に案内し、上部構造が前記直交方向に往復移動する。被
支持体が所定方向に転倒しかけると、前記第一上部移動体または前記第二上部移動体の一
方が上部構造にある案内面から離れて、第一端部ガイド下部部材または第二端部ガイド下
部部材が第一端部ガイド上部部材または第二端部ガイド上部部材に前記直交方向に移動自
在に案内されて、被支持体が前記直交方向に往復移動する。従って、被支持体が転倒せず
、被支持体に作用する加速度を緩和できる。
　【００１５】
　さらに、本発明の実施形態に係る支持構造体は、前記第一端部ガイド下部部材が上方か
ら接触され前記第一端部ガイド上部部材に前記直交方向に案内されることをできる第一端
部ガイド下部案内面を持ち、前記第二端部ガイド下部部材が上方から接触され前記第二端
部ガイド上部部材に前記直交方向に案内されることをできる第二端部ガイド下部案内面を
持ち、前記第一上部案内面の前記第一上部移動体に接触する箇所の軌跡と前記第一端部ガ
イド下部案内面の前記第一端部ガイド上部部材に接触する箇所の軌跡とが略同一の寸法と
形状とを持ち、前記第二上部案内面の前記第二上部移動体に接触する箇所の軌跡と前記第
二端部ガイド下部案内面の前記第二端部ガイド上部部材に接触する箇所の軌跡とが略同一
の寸法と形状とを持つ。
　上記本発明の構成により、前記第一端部ガイド下部部材が、第一端部ガイド下部案内面
に上方から接触され前記第一端部ガイド上部部材に前記直交方向に案内されることをでき
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る。前記第二端部ガイド下部部材が、第二端部ガイド下部案内面に上方から接触され前記
第二端部ガイド上部部材に前記直交方向に案内されることをできる。前記第一上部案内面
の前記第一上部移動体に接触する箇所の軌跡と前記第一端部ガイド下部案内面の前記第一
端部ガイド上部構造に接触する箇所の軌跡と、前記第二上部案内面の前記第二上部移動体
に接触する箇所の軌跡と前記第二端部ガイド下部案内面の前記第二端部ガイド上部構造に
接触する箇所の軌跡とが略同一の寸法と形状を持つ。
　その結果、被支持体が前記直交方向に往復移動すると、前記第一上部案内面が前記第一
上部移動体に前記直交方向に案内され、前記第二上部案内面が前記第二上部移動体に前記
直交方向に案内され、前記第一端部ガイド上部部材と前記第一端部ガイド下部部材または
前記第二端部ガイド上部部材と前記第二端部ガイド下部部材との上下方向の隙間寸法をゼ
ロまたは略一定の値に保持できる。
【発明の効果】
　【００１６】
　以上説明したように、本発明に係る支持構造体は、その構成により、以下の効果を有す
る。
　中間部材で被支持体を支持し、第一下部移動体と中間ガイド下部部材と第二下部移動体
を所定方向に並べて中間部材に支持させ、第一下部移動体と第二下部移動体とを設置場所
に据え付けた案内面に下方から接触されて所定方向に案内される様にし、中間部材に支持
される中間ガイド下部部材を設置場所に据え付けた中間ガイド上部部材で上方から接触し
て所定方向に案内することをできる様にしたので、被支持体が所定方向に揺すられると、
前記第一下部移動体と前記第二下部移動体とが下部構造にある案内面に前記所定方向に案
内されて、中間部材が前記所定方向に往復移動する。被支持体が所定方向に転倒しかける
と、前記第一下部移動体または前記第二下部移動体の一方が下部構造にある案内面から浮
いて、中間ガイド下部部材が前記中間ガイド上部部材に前記所定方向に移動自在に案内さ
れて、中間部材が前記所定方向に往復移動する。従って、被支持体が転倒せず、被支持体
に作用する加速度を緩和できる。
　また、前記第一下部移動体と前記第二下部移動体の車輪を滑り軸受を介して案内面に案
内されて転動する様にし、中間ガイド上部部材または中間ガイド下部部材の一方のローラ
が滑り軸受を介して中間ガイド上部部材または中間ガイド下部部材の他方に設けた案内面
に案内されて転動する様にしたので、被支持体が水平に揺すられると、前記第一下部移動
体と前記第二下部移動体とが下部構造の案内面の上を移動し、滑り軸受の摩擦により被支
持体に作用する加速度が減衰する。被支持体が転倒しかけると、中間ガイド上部部材また
は中間ガイド下部部材の一方が、中間ガイド上部部材または中間ガイド下部部材の他方の
案内面の上を移動し、滑り軸受の摩擦により被支持体に作用する加速度が減衰する。従っ
て、被支持体に作用する加速度を緩和できる。
　また、中間ガイド下部部材に案内面を設け、その案内面が中間ガイド上部部材に前記所
定方向に案内される様にし、前記第一下部案内面の案内用軌跡と前記第二下部案内面の案
内用軌跡が同一のプロフィールをもち、前記中間ガイド下部部材の案内用軌跡がそのプロ
フィールと上下方向に線対象である様にしたので、中間部材が前記所定方向に往復移動す
ると、前記第一下部移動体が前記第一下部案内面に接触されて前記所定方向に案内され、
前記第二下部移動体が前記第二下部案内面に接触されて前記所定方向に案内され、前記中
間ガイド上部部材と前記中間ガイド下部部材との上下方向の隙間寸法をゼロまたは略一定
の値に保持できる、
　また、中間ガイド上部部材に案内面を設け、その案内面が中間ガイド下部部材を前記所
定方向に案内する様にし、前記第一下部案内面の案内用軌跡と前記第二下部案内面の案内
用軌跡が同一のプロフィールをもち、前記中間ガイド上部部材の案内用軌跡がそのプロフ
ィールと同一である様にしたので、中間部材が前記所定方向に往復移動すると、前記第一
下部移動体が前記第一下部案内面に接触されて前記所定方向に案内され、前記第二下部移
動体が前記第二下部案内面に接触されて前記所定方向に案内され、前記中間ガイド上部部
材と前記中間ガイド下部部材との上下方向の隙間寸法をゼロまたは略一定の値に保持でき
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る。
　また、前記第一下部移動体が案内部材に案内されて最も低い位置に位置するときに前記
第一下部移動体が案内面に少なくとも２点で接触する様にし、または前記第二下部移動体
が案内部材に案内されて最も低い位置に位置するときに前記第二下部移動体が案内面に少
なくとも２点で接触する様にしたので、前記第一下部移動体が最も低い位置から前記所定
方向に動き出すのに一定の力を必要とし、前記第二下部移動体が最も低い位置から前記所
定方向に動き出すのに一定の力を必要とし、被支持体を揺する力が小さいときに、前記第
一下部移動体と第二下部移動体が最も低い位置に停止し、被支持体が安定する。
　【００１７】
　また、中間部材が上部構造を介して被支持体を支持し、第一上部移動体と第二上部移動
体とを所定方向に並べて中間部材に支持させ、第一端部ガイド上部部材と第二端部ガイド
上部部材とを所定方向に並べて中間部材に支持させ、被支持体に固定した第一上部案内面
と第二上部案内面とを第一上部移動体と第二上部移動体とに下から接触されて前記直交方
向に案内されるようにし、被支持体に固定した第一端部ガイド下部部材と第二端部ガイド
下部部材とが第一端部ガイド上部部材と第二端部ガイド上部部材とに上から接触されて前
記直交方向に案内することをできる様にしたので、被支持体が水平方向に揺すられると、
前記第一上部移動体と前記第二上部移動体とが上部構造を前記直交方向に案内し、上部構
造が前記直交方向に往復移動する。被支持体が所定方向に転倒しかけると、前記第一上部
移動体または前記第二上部移動体の一方が上部構造にある案内面から離れて、第一端部ガ
イド下部部材または第二端部ガイド下部部材が第一端部ガイド上部部材または第二端部ガ
イド上部部材に前記直交方向に移動自在に案内されて、被支持体が前記直交方向に往復移
動する。従って、被支持体が転倒せず、被支持体に作用する加速度を緩和できる。
　また、第一端部ガイド下部部材または第二端部ガイド下部部材に案内面を設け、その案
内面が第一端部ガイド上部部材または第二端部ガイド上部部材に直交方向に案内される様
にし、第一上部案内面の案内用軌跡と前記第一端部ガイド下部案内面の案内用軌跡とが同
一の寸法と形状を持つ様にし、前記第二上部案内面の案内用軌跡と前記第二端部ガイド下
部案内面の案内用軌跡とが同一の寸法と形状を持つ様にしたので、被支持体が前記直交方
向に往復移動すると、前記第一上部案内面が前記第一上部移動体に前記直交方向に案内さ
れ、前記第二上部案内面が前記第二上部移動体に前記直交方向に案内され、前記第一端部
ガイド上部部材と前記第一端部ガイド下部部材または前記第二端部ガイド上部部材と前記
第二端部ガイド下部部材との上下方向の隙間寸法をゼロまたは略一定の値に保持できる。
　従って、簡単な構造で対象物を設置して地震等の場合に転倒を防止することのできる支
持構造体を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
　【００１８】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面を参照して説明する。
　説明の便宜のために、地震の加速度が対象物を揺する場合を例に、説明する。
　【００１９】
　最初に、本発明の第一の実施形態に係る支持構造体を、図を基に、説明する
　図１は、本発明の第一の実施形態に係る支持構造体の全体正面図である。図２は、本発
明の第一の実施形態に係る支持構造体の全体側面図である。図３は、本発明の第一の実施
形態に係る支持構造体の全体平面図である。図４は、本発明の第一の実施形態に係る支持
構造体の正面図である。図５は、本発明の第一の実施形態に係る支持構造体の側面図であ
る。図６は、本発明の第一の実施形態に係る支持構造体の平面図である。図７は、本発明
の第一の実施形態に係る支持構造体のＡ－Ａ断面図である。図８は、本発明の第一の実施
形態に係る支持構造体のＢ－Ｂ断面図である。図９は、本発明の第一の実施形態に係る支
持構造体のＣ－Ｃ断面図である。図１０は、本発明の第一の実施形態に係る支持構造体の
Ｄ－Ｄ断面図である。図１１は、本発明の第一の実施形態に係る支持構造体のＥ－Ｅ断面
図である。図１２は、本発明の第一の実施形態に係る支持構造体のＦ－Ｆ断面図である。
　【００２０】
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　支持構造体１０は、設置場所を基礎として被支持体１１を支持する構造体である。被支
持体１１は、例えば、自動販売機、本棚、資材棚等の構造物である。
　例えば、左右一対の支持構造体が被支持体の下に配され、被支持体を支持する。
　支持構造体１０は、下部構造１００と上部構造２００と中間部材２０と左右一対の中間
ガイド下部部材３０と第一下部移動体４０と第二下部移動体５０と第一端部ガイド上部部
材６０と第二端部ガイド上部部材７０と第一上部移動体８０と第二上部移動体９０とで構
成される。
　以下で、所定方向とは水平面内の所定の一方向を意味する。
　例えば、所定方向は、前後方向、左右方向その他である。
　直交方向は、平面内で所定方向に直交する方向を意味する。
　以下では、説明の便宜のために、所定方向を前後方向とし、直交方向を左右方向として
説明する。
　【００２１】
　下部構造１００は、支持構造体１０の下部を構成する構造であり、下部構造基礎１１０
と第一下部案内部材１２０と第二下部案内部材１３０と左右一対の中間ガイド上部部材１
４０とで構成される。
　下部構造１００は、第一下部案内部材１２０と第二下部案内部材１３０とを中間ガイド
上部部材１４０を中間に挟んで所定方向に並べて設置場所に据え付けることをできる。
　例えば、第一下部案内部材１２０と第二下部案内部材１３０とが、中間ガイド上部部材
１４０を間に挟んで前後方向に並び、下部構造基礎１１０の上面に固定される。
　【００２２】
　下部構造基礎１１０は、設置場所に固定される板部材である。
　例えば、下部構造基礎１１０は、一定の厚みを持った板状の部材である。
　下部構造基礎１１０は、設置場所にボルト固定可能になっている。
　第一下部案内部材１２０が、下部構造基礎１１０の前部に固定される。
　左右一対の中間ガイド上部部材１４０が、下部構造基礎１１０の中央に固定される。
第二下部案内部材１３０が、下部構造基礎１１０の後部に固定される。
　【００２３】
　第一下部案内部材１２０は、上方に向いた第一下部案内面１２１を持った部材である。
　例えば、第一下部案内部材１２０は、上方に向いた第一下部案内面１２１と所定の厚み
とを持った板部材である。
　例えば、第一下部案内面１２１は、前後方向に長辺をもった長方形の面である。
　第一下部案内面１２１は、前後方向に沿って下方に凹んだ面であってもよい。
　【００２４】
　第二下部案内部材１３０は、上方に向いた第二下部案内面１３１を持った部材である。
　例えば、第二下部案内部材１３０は、上方に向いた第二下部案内面１３１と所定の厚み
を持った板部材である。
　例えば、第二下部案内面１３１は、前後方向に長辺をもった長方形の面である。
　第二下部案内面１３１は、前後方向に沿って下方に凹んだ面であってもよい。
　【００２５】
　中間ガイド上部部材１４０は、後述する中間ガイド下部部材３０を上方から接触して前
後方向に案内する部材である。
　例えば、中間ガイド下部部材３０が上方を向いた案内面３１（以下、「中間ガイド下部
案内面３１」と呼ぶ。）を持つ場合に、中間ガイド上部部材１４０は中間ガイド下部案内
面３１に上方から接触して前後方向に案内するローラ１４４を持つ。
　中間ガイド上部部材１４０が水平面内で所定方向に直交する回転軸１４２の回りに滑り
軸受１４３を介して回転できるローラ１４４を持っていてもよい。
　例えば、中間ガイド上部部材１４０は、中間ガイド下部部材基礎１４１と回転軸１４２
と滑り軸受１４３とローラ１４４とで構成される。
　中間ガイド下部部材基礎１４１は、下端を下部構造基礎１１０に固定される。
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　回転軸１４２は、左右方向に沿って延び、端部を　中間ガイド下部部材基礎１４１に固
定する。
　滑り軸受１４３は、回転軸１４２に嵌め合う。
　ローラ１４４は、滑り軸受１４３を介して回転軸１４２に回転自在に支持される。
　ローラ１４４の外周が、後述する中間ガイド下部案内面３１に対面している。
　【００２６】
　上部構造２００は、支持構造体１０の上部を構成する構造であり、上部構造基礎２１０
と第一上部案内部材２２０と第二上部案内部材２３０と第一端部ガイド下部部材２４０と
第二端部ガイド下部部材２５０とで構成される。
　上部構造２００は、第一上部案内部材２２０と第二上部案内部材２３０とを所定方向に
並べ、第一端部ガイド下部部材２４０と第二端部ガイド下部部材２５０とを所定方向に並
べて、被支持体に固定できる。
　例えば、第一上部案内部材２２０と第二上部案内部材２３０とが前後方向に並んで配置
されて上部構造基礎２１０に固定される。
　例えば、第一端部ガイド下部部材２４０と第二端部ガイド下部部材２５０とが、前後方
向に並んで配置されて上部構造基礎２１０に固定される。
　【００２７】
　上部構造基礎２１０は、被支持体１１の下部に固定される板部材である。
　例えば、上部構造基礎２１０は、第一上部構造基礎２１１と第二上部構造基礎２１２と
で構成される。
　第一上部構造基礎２１１は、被支持体１１の前方の下面に固定される。
　第二上部構造基礎２１２は、被支持体１１の後方の下面に固定される。
　例えば、第一上部案内部材２２０と第一端部ガイド下部部材２４０とが、第一上部構造
基礎２１１の下面に固定される。第一端部ガイド下部部材２４０が、第一上部案内部材２
２０より前方に固定される。
　第二上部案内部材２３０と第二端部ガイド下部部材２５０とが、第二上部構造基礎２１
２の下面に固定される。第二端部ガイド下部部材２５０が、第二上部案内部材２３０より
後方に固定される。
　【００２８】
　第一上部案内部材２２０は、下方に向いた第一上部案内面２２１を持った部材である。
　例えば、第一上部案内部材２２０は、下方に向いた第一上部案内面２２１と所定の厚み
とを持った板部材である。
　例えば、第一上部案内面２２１は、左右方向に長辺をもった長方形の面である。
　第一上部案内面２２１は、左右方向に沿って上方に凹んだ面であってもよい。
　【００２９】
　第二上部案内部材２３０は、下方に向いた第二上部案内面２３１を持った部材である。
　例えば、第二上部案内部材２３０は、下方に向いた第二上部案内面２３１と所定の厚み
とを持った板部材である。
　例えば、第二上部案内面２３１は、左右方向に長辺をもった長方形の面である。
　第二上部案内面２３１は、左右方向に沿って上方に凹んだ面であってもよい。
　【００３０】
　第一端部ガイド下部部材２４０は、後述する第一端部ガイド上部部材６０に上方から接
触されて直交方向に移動自在に案内される部材でる。
　第一端部ガイド下部部材２４０は、第一端部ガイド上部構造６０に上方からから接触さ
れて直交方向に案内されることのできる第一端部ガイド下部案内面２４１を持っていても
よい。
　例えば、第一端部ガイド下部部材２４０は、第一端部ガイド下部部材基礎２４２と第一
端部ガイド下部案内部材２４３で構成される。
　第一端部ガイド下部案内部材２４３の上面が、第一端部ガイド下部案内面２４１を形成
する。
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　第一端部ガイド下部部材基礎２４２が、上端を第一上部構造基礎２１１に固定する。
第一端部ガイド下部案内部材２４３が、第一端部ガイド下部案内面２４１を上方に向けて
、第一端部ガイド下部部材基礎２４２の下部に固定される。
　【００３１】
　さらに、第一端部ガイド下部部材基礎２４２の左側の端部と右側の端部とが、上部構造
２００の左右方向の移動を規制するエンドストッパを兼ねてもよい。
　図１０に示す構造では、上部構造２００が左右方向に各々に距離Ｘだけ移動すると、第
一端部ガイド下部部材基礎２４２が第一端部ガイド上部部材６０に当たって、上部構造２
００の左右方向の各々の移動が停止する。
　【００３２】
　第二端部ガイド下部部材２５０は、後述する第二端部ガイド上部部材７０に上方から接
触されて直交方向に移動自在に案内される部材である。
　第二端部ガイド下部部材２５０は、第二端部ガイド上部構造７０に上方から接触されて
直交方向に案内されることのできる第二端部ガイド下部案内面２５１を持っていてもよい
。
　例えば、第二端部ガイド下部部材２５０は、第二端部ガイド下部部材基礎２５２と第二
端部ガイド下部案内部材２５３で構成される。
　第二端部ガイド下部案内部材２５３の上面が、第二端部ガイド下部案内面２５１を形成
する。
　第二端部ガイド下部部材基礎２５２が、上端を第二上部構造基礎２１２に固定する。
　第二端部ガイド下部案内部材２５３が、第二端部ガイド下部案内面２５１を上方に向け
て、第二端部ガイド下部部材基礎２５２の下部に固定される。
　【００３３】
　中間部材２０は、被支持体を支持できる構造体である。
　例えば、中間部材は、被支持体の前後方向の寸法に近似した長さをもち、矩形の断面を
持った板構造の長手部材である。
　後述する第一下部移動体４０の下部と第二下部移動体５０の下部とが露出する開口部が
、中間部材２０の下面の前後の位置に設けられる。
　後述する第一上部移動体８０の上部と第二上部移動体９０の上部とが露出する開口が、
中間部材２０の上面の前後に設けられる。
　中間部材２０は、上部構造２００を介して被支持体１１を支持する。
　【００３４】
　中間ガイド下部部材３０は、中間部材２０に支持され、中間ガイド上部部材１４０に上
方から接触されて所定方向に移動自在に案内されることをできる部材である。
　中間ガイド上部部材１４０がローラ１４４を持つ場合に、中間ガイド下部部材３０は、
ローラ１４４の外周に接して前後方向に案内される中間ガイド下部案内面３１を持っても
よい。
　中間ガイド下部部材３０が、中間ガイド上部部材１４０に上方から接触されて前後方向
に案内される中間ガイド下部案内面３１を持ってもよい。
　図８は、僅かに上方に湾曲し前後方向に長い長穴が設けられた中間ガイド下部部材３０
が中間部材２０の側面に固定されるのを示している。長穴の下辺が、中間ガイド下部案内
面３１を形成する。
　【００３５】
　さらに、長穴の前側の端部と後側の端部とが、上部構造２００の前後方向の移動を規制
するエンドストッパを兼ねてもよい。
　図８に示す構造では、上部構造２００が前後方向に各々に距離Ｙだけ移動すると、中間
ガイド下部部材３０が中間ガイド上部部材１４０のローラ１４４に当たって、上部構造２
００の前後方向の各々の移動が停止する。
　【００３６】
　第一下部移動体４０は、中間部材２０の一方の端部の側に支持され、第一下部案内面１



整理番号:KP0157     特願2006-231328　 (Proof)  提出日:平成18年 8月28日        10
２１に下方から接触されて所定方向に案内されることをできる部材である。
　例えば、第一下部移動体４０は、中間部材２０の前端部の側に支持され、第一下部案内
面１２１に下方から接触されて前後方向に案内されることをできる部材である。
　第一下部移動体４０は、直交方向に沿って延びた回転軸４１の回りに滑り軸受４２を介
して回転でき外周を第一下部案内面１２１の上を転動できる車輪４３であってもよい。
　例えば、第一下部移動体４０は、左右方向に沿って延びた回転軸４１の回りに滑り軸受
４２を介して回転でき外周を第一下部案内面１２１の上を転動できる両鍔付き車輪４３で
ある。
　【００３７】
　第二下部移動体５０は、中間部材２０の他方の端部の側に支持され、第二下部案内面１
３１に下方から接触されて所定方向に案内されることをできる部材である。
　例えば、第二下部移動体５０は、中間部材２０の後端部の側に支持され、第二下部案内
面１３１に下方から接触されて前後方向に案内されることをできる部材である。
　第二下部移動体５０は、直交方向に沿って延びる回転軸５１の回りに滑り軸受５２を介
して回転でき外周を第二下部案内面１３１の上を転動できる車輪５３であってもよい。
　例えば、第二下部移動体５０は、左右方向に沿って延びた回転軸５１の回りに滑り軸受
５２を介して回転でき外周を第二下部案内面１３１の上を転動できる両鍔付き車輪５３で
ある。
　【００３８】
　第一端部ガイド上部部材６０は、中間部材２０の一方の端部の側に支持され、第一端部
ガイド下部部材２４０を上方から接触して直交方向に移動自在に案内することをできる部
材である。
　例えば、第一端部ガイド上部部材６０は、中間部材２０の前方の端部に支持され、第一
端部ガイド下部部材２４０を第一端部ガイド下部案内面２４１に上方から接触して左右方
向に移動自在に案内することをできる部材である。
　例えば、第一端部ガイド上部部材６０は、中間部材２０の前方の端部から前方に突き出
た略四辺形の断面を持った突起状の部材である。
　【００３９】
　第二端部ガイド上部部材７０は、中間部材２０の他方の端部の側に支持され、第二端部
ガイド下部部材２５０を上方から接触して直交方向に移動自在に案内することをできる部
材である。
　例えば、第二端部ガイド上部部材７０は、中間部材２０の後方の端部に支持され、第二
端部ガイド下部部材２５０を第二端部ガイド下部案内面２５１に上方から接触して左右方
向に移動自在に案内することをできる部材である。
　例えば、第二端部ガイド上部部材７０は、中間部材２０の後方の端部から後方に突き出
た略四辺形の断面を持った突起状の部材である。
　【００４０】
　第一上部移動体８０は、中間部材２０の一方の端部の側に支持され、第一上部案内面２
２１に下方から接触して、第一上部案内部材２２０を直交方向に案内することをできる部
材である。
　例えば、第一上部移動体８０は、中間部材２０の前端部の側に支持され、第一上部案内
面２２１に下方から接触して、第一上部案内部材２２０を左右方向に案内することをでき
る部材である。
　第一上部移動体８０は、直交方向に沿って延びる回転軸８１の回りに滑り軸受８２を介
して回転でき外周を第一上部案内面２２１の上を転動できる車輪８３であってもよい。
　例えば、第一上部移動体８０は、前後方向に沿って延びた回転軸８１の回りに滑り軸受
８２を介して回転でき外周を第一上部案内面２２１の上を転動できる両鍔付き車輪８３で
ある。
　【００４１】
　第二上部移動体９０は、中間部材２０の他方の端部の側に支持され、第二上部案内面２
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３１に下方から接触して、第二上部案内部材２３０を直交方向に案内することをできる部
材である。
　例えば、第二上部移動体９０は、中間部材２０の後端部の側に支持され、第二上部案内
面２３１に下方から接触して、第二上部案内部材２３０を左右方向に案内することをでき
る部材である。
　第二上部移動体９０は、直交方向に沿って延びる回転軸９１の回りに滑り軸受９２を介
して回転でき外周を第二上部案内面２３１の上を転動できる車輪９３であってもよい。
　例えば、第二上部移動体９０は、前後方向に沿って延びた回転軸９１の回りに滑り軸受
９２を介して回転でき外周を第二上部案内面２３１の上を転動できる両鍔付き車輪９３で
ある。
　【００４２】
　以下に、第一下部案内面１２１の第一下部移動体４０に接触する箇所の軌跡、第二下部
案内面１３１の第二下部移動体５０に接触する箇所の軌跡、及び中間ガイド下部案内面３
１の中間ガイド上部部材１４０に接触する箇所の軌跡について、説明する。
　第一下部案内面１２１の第一下部移動体４０に接触する箇所の軌跡と第二下部案内面１
３１の第二下部移動体５０に接触する箇所の軌跡とが同一の寸法及び形状のプロフィール
を持ち、中間ガイド下部案内面３１の中間ガイド上部部材１４０に接触する箇所の軌跡が
プロフィールと略同一の寸法と上下方向に線対称の形状とを持っていてもよい。
　また、プロフィールは、前後方向に沿って下に凹んだ形状を持っていてもよい。
　また、第一下部移動体４０が第一下部案内部材１２０に案内されて最も低い位置に位置
するときに第一下部移動体４０が第一下部案内面１２１に直交方向から見て少なくとも２
点で接触してもよい。または第二下部移動体５０が第二下部案内部材１３０に案内されて
最も低い位置に位置するときに第二下部移動体５０が第二下部案内面１３１に直交方向か
ら見て少なくとも２点で接触してもよい。
　例えば、第一下部移動体４０が車輪である場合に、プロフィールは段差無く繋がった中
央部と後部と前部とで構成され、中央部が車輪の半径と同寸法の曲率をもち、後部が後方
に行くに従って立ち上がり、前部が前方へいくに従って立ち上がる形状をしている。
　【００４３】
　以下に、第一上部案内面２２１の第一上部移動体８０に接触する箇所の軌跡、第二上部
案内面２３１の第二上部移動体９０に接触する箇所の軌跡、第一端部ガイド下部案内面２
４１の第一端部ガイド上部部材６０に接触する箇所の軌跡、及び第二端部ガイド下部案内
面２５１の第二端部ガイド上部部材７０に接触する箇所の軌跡について、説明する。
　第一上部案内面２２１の第一上部移動体８０に接触する箇所の軌跡と第一端部ガイド下
部案内面２４１の第一端部ガイド上部部材６０に接触する箇所の軌跡とが同一の寸法と形
状を持ち、第二上部案内面２３１の第二上部移動体９０に接触する箇所の軌跡と第二端部
ガイド下部案内面２５１の第二端部ガイド上部部材７０に接触する箇所の軌跡とが同一の
寸法と形状を持ってもよい。
　また、プロフィールは、左右方向に沿って上に凹んだ形状を持っていてもよい。
　また、第一上部案内部材２２０が第一上部移動体８０に案内されて最も低い位置に位置
するときに第一上部案内部材２２０が第一上部移動体８０に少なくとも２点で接触しても
よい。第二上部案内部材２３０が第二上部移動体９０に案内されて最も低い位置に位置す
るときに第二上部案内部材２３０が第二上部移動体９０に少なくとも２点で接触してもよ
い。
　例えば、第一上部移動体８０または第二上部移動体９０が車輪である場合に、接触する
箇所の左右方向に沿ったプロフィールが段差無く繋がった中央部と左部と右部とで構成さ
れ、中央部が車輪の半径と同寸法の曲率をもち、左部が左方に行くに従って下がり、右部
が右方へいくに従って下がる形状をしている。
　【００４４】
　次に、本発明の第二の実施形態に係る支持構造体を、図を基に、説明する。
　図１３は、本発明の第二の実施形態に係る支持構造体の側面図である。図１４は、本発
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明の第二の実施形態に係る支持構造体のＧ－Ｇ断面図である。
　【００４５】
　支持構造体１０は、設置場所を基礎として被支持体１１を支持する構造体である。被支
持体１１、例えば、自動販売機、本棚、資材棚等の構造物である。
　例えば、左右一対の支持構造体が被支持体の下に配され、被支持体を支持する。
　支持構造体１０は、中間部材２０と下部構造１００と上部構造２００と中間ガイド下部
部材３０と第一下部移動体４０と第二下部移動体５０と第一端部ガイド上部部材６０と第
二端部ガイド上部部材７０と第一上部移動体８０と第二上部移動体９０とで構成される。
　【００４６】
　本発明の第二の実施形態に係る支持構造体の構造は、下部構造１００の中間ガイド上部
部材１４０と中間ガイド下部構造３０を除き、本発明の第一の実施形態に係る支持構造体
の構造と同じなので、異なる点のみを説明する。
　【００４７】
　中間ガイド上部部材１４０は、後述する中間ガイド下部部材３０に上方から接触して前
後方向に案内する部材である。
　例えば、中間ガイド下部部材３０が左右方向に沿った回転軸の回りに回転するローラを
持つ場合に、中間ガイド上部部材１４０は下方を向いた案内面１４１’（以下、「中間ガ
イド上部案内面１４１’」と呼ぶ。）を持つ。
　中間ガイド上部案内面１４１’は、中間ガイド下部部材３０を上方から接触して所定方
向に移動自在に案内することをできる。
　図１３は、下方に僅かに曲った前後方向に長い長穴が中間ガイド上部部材１４０に設け
られているのを示している。この長穴の上の辺が中間ガイド上部案内面１４１’を形成す
る。
　【００４８】
　さらに、長穴の前側の端部と後側の端部とが、上部構造２００の前後方向の移動を規制
するエンドストッパを兼ねてもよい。
　図１３に示す構造では、上部構造２００が前後方向に各々に距離Ｙだけ移動すると、中
間ガイド下部部材３０のローラ３１’が中間ガイド上部部材１４０に当たって、上部構造
２００の前後方向の各々の移動が停止する。
　【００４９】
　中間ガイド下部部材３０は、中間部材２０に支持され、中間ガイド上部部材３０に上方
から接触されて所定方向に移動自在に案内されることをできる部材である。
　中間ガイド上部部材１４０が下方に向いた案内面１４１’を持つ場合に、中間ガイド下
部部材３０は、左右方向に沿って延びた回転軸３１’に滑り軸受３２’を介して回転自在
に支持されたローラ３３’である。
　【００５０】
　以下に、第一下部案内面１２１の第一下部移動体４０に接触する箇所の軌跡、第二下部
案内面１３１の第二下部移動体５０に接触する箇所の軌跡、及び中間ガイド上部案内面１
４１’の中間ガイド下部部材３０に接触する箇所の軌跡について、説明する。
　第一下部案内面１２１の第一下部移動体４０に接触する箇所の軌跡と第二下部案内面１
３１の第二下部移動体５０に接触する箇所の軌跡とが同一の寸法及び形状のプロフィール
を持ち、
　中間ガイド上部案内面１４１’の中間ガイド下部部材３０に接触する箇所の軌跡がプロ
フィールと同一の寸法と形状とを持っていてもよい。
　また、プロフィールは、前後方向に沿って下に凹んだ形状を持っていてもよい。
　また、第一下部移動体４０が第一下部案内部材１２０に案内されて最も低い位置に位置
するときに第一下部移動体４０が第一下部案内面１２１に少なくとも２点で接触してもよ
い。または第二下部移動体５０が第二下部案内部材１３１に案内されて最も低い位置に位
置するときに第二下部移動体５０が第二下部案内面１３１に少なくとも２点で接触しても
よい。
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　例えば、第一下部移動体４０が車輪である場合に、プロフィールは段差無く繋がった中
央部と後部と前部とで構成され、中央部が車輪の半径と同寸法の曲率をもち、後部が後方
に行くに従って立ち上がり、前部が前方へいくに従ってたちあがる形状をしている。
　【００５１】
　以下に、本発明の第一または第二の実施形態に係る支持構造体の作用を説明する。
　左右一対の支持構造体が被支持物を支持しており、地震が発生した場合を例に説明する
。また、第一下部案内面１２１と第二下部案内面１３１とが下に凹んだプロフィールをも
ち、第一上部案内面２２１と第二上部案内面２３１とが上に凹んだプロフィールを持つ場
合を例に説明する。第一下部移動体４０と第二下部移動体５０と第一上部移動体８０と第
二上部移動体９０とが、滑り軸受を介して回転する車輪を持つ場合を例に説明する。また
、中間ガイド上部部材１４０または中間ガイド下部部材３０が滑り軸受を介して支持され
るローラを持つ場合を例に説明する。
　【００５２】
　第一下部移動体４０が、第一下部案内部材１２０に案内されて最も低い位置に位置する
。第二下部移動体５０が、第二下部案内部材１３０に案内されて最も低い位置に位置する
。第一上部案内部材２２０が、第一上部移動体８０に案内されて最も低い位置に位置する
。第二上部案内部材２３０が、第二上部移動体９０に案内されて最も低い位置に位置する
。
　【００５３】
　地震が発生すると、被支持体１１に加速度が作用する。
　加速度が小さいときには、第一下部移動体４０と第二下部移動体５０と第一上部移動体
８０と二上部移動体９０との滑り軸受に作用する摩擦力により支持構造体が動かない、
　加速度が大きくなると、加速度による慣性力が、第一下部移動体４０と第二下部移動体
５０と第一上部移動体８０と二上部移動体９０との摩擦力と案内面のプロフィールの作用
により生ずる復元力を上回る。被支持体が前後左右に往復移動をすると、第一下部移動体
４０と第二下部移動体５０と第一上部移動体８０と二上部移動体９０との持つ車輪が転動
し、滑り軸受に発生する摩擦力が加速度エネルギーを吸収する。
　被支持体の重心が高いと、被支持体を転倒させようとする回転力が作用する。
　例えば、被支持体を前方へ倒そうとする大きな力が作用し、第二上部案内面２３１と第
二上部移動体９０との接触が無くなると、第二端部ガイド下部部材２５０と第二端部ガイ
ド上部部材７０とが接触する。第二端部上部案内部材２５０と第二端部ガイド上部部材７
０との摩擦が加速度エネルギーを吸収する。
　第二下部案内面１３１と第二下部移動体５０との接触がなくなると、中間ガイド上部部
材１４０と中間ガイド下部部材３０とが接触する。中間ガイド上部部材１４０または中間
ガイド下部部材３０のローラが転動し、ローラの滑り軸受に生じた摩擦力が加速度エネル
ギーを吸収する。
　従って、大きな地震が発生し、大きな加速度が被支持体に作用した場合でも、被支持体
が転倒することない。また、支持構造体がない場合に被支持体が転倒する様な加速度が生
じた場合でも、支持構造体が被支持体を前後左右に移動させつつ、加速度エネルギーを減
衰させる。
　【００５４】
　また、以上説明したように本発明に係る　支持構造体は、構成により、以下の効果を有
する。
　中間部材２０で被支持体１１を支持し、第一下部移動体４０と中間ガイド下部部材３０
と第二下部移動体５０とを前後方向に並べて中間部材２０に支持させ、第一下部移動体４
０と第二下部移動体５０とを設置場所に据え付けた案内面に下方から接触されて所定方向
に案内される様にし、中間部材２０に支持される中間ガイド下部部材３０を設置場所に据
え付けた中間ガイド上部部材１４０で上方から接触して前後方向に案内することをできる
様にしたので、被支持体１１が前後方向に揺すられると、第一下部移動体４０と第二下部
移動体５０とが下部構造にある案内面に所定方向に案内されて、中間部材２０が前後方向
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に往復移動する。被支持体１１が前後方向に転倒しかけると、第一下部移動体４０または
第二下部移動体５０の一方が下部構造１００にある案内面から浮いて、中間ガイド下部部
材３０が中間ガイド上部部材１４０に前後方向に移動自在に案内されて、中間部材２０が
前後方向に往復移動する。従って、被支持体が転倒せず、被支持体に作用する加速度を緩
和できる。
　また、第一下部移動体４０が第一下部案内部材１２０に案内されて最も低い位置に位置
するときに第一下部移動体４０が第一下部案内面１２１に直交方向から見て少なくとも２
点で接触する様にし、または第二下部移動体５０が第二下部案内部材１３０に案内されて
最も低い位置に位置するときに第二下部移動体５０が第二下部案内面１３１に直交方向か
ら見て少なくとも２点で接触する様にしたので、第一下部移動体４０が最も低い位置から
所定方向に動き出すのに一定の力を必要とし、第二下部移動体５０が最も低い位置から所
定方向に動き出すのに一定の力を必要とし、被支持体１１を揺する力が小さいときに、第
一下部移動体４０と第二下部移動体５０とが最も低い位置に停止し、被支持体が安定する
。
　【００５５】
　また、中間部材２０が上部構造２００を介して被支持体１１を支持し、第一上部移動体
８０と第二上部移動体９０とを前後方向に並べて中間部材２０に支持させ、第一端部ガイ
ド上部部材６０と第二端部ガイド上部部材７０とを所定方向に並べて中間部材２０に支持
させ、被支持体に固定した第一上部案内面２２１と第二上部案内面２３１とを第一上部移
動体８０と第二上部移動体９０とに下から接触されて左右方向に案内される様にし、被支
持体１１に固定した第一端部ガイド下部部材２４０と第二端部ガイド下部部材２５０とが
第一端部ガイド上部部材６０と第二端部ガイド上部部材７０とに上から接触されて左右方
向に案内することをできる様にしたので、被支持体１１が左右方向に揺すられると、第一
上部移動体８０と第二上部移動体９０とが上部構造２００を左右方向に案内し、上部構造
２００が左右方向に往復移動する。被支持体１１が前後方向に転倒しかけると、第一上部
移動体８０または第二上部移動体９０の一方が上部構造２００にある案内面から離れて、
第一端部ガイド下部部材２４０または第二端部ガイド下部部材２５０が第一端部ガイド上
部部材６０または第二端部ガイド上部部材７０に左右方向に移動自在に案内されて、被支
持体が前後左右方向に往復移動する。従って、被支持体１１が転倒せず、被支持体１１に
作用する加速度を緩和できる。
　また、第一端部ガイド下部部材２４０または第二端部ガイド下部部材２５０に案内面を
設け、その案内面が第一端部ガイド上部部材６０または第二端部ガイド上部部材７０に左
右方向に案内される様にし、第一上部案内面２２１の案内用軌跡と第一端部ガイド下部案
内面２４１の案内用軌跡とが同一の寸法と形状を持つ様にし、第二上部案内面２３１の案
内用軌跡と第二端部ガイド下部案内面２５１の案内用軌跡とが同一の寸法と形状を持つ様
にしたので、被支持体１１が左右方向に往復移動すると、第一上部案内面２２１が第一上
部移動体８０に左右方向に案内され、第二上部案内面２３１が第二上部移動体９０に左右
方向に案内され、第一端部ガイド上部部材６０と第一端部ガイド下部部材２４０または第
二端部ガイド上部部材７０と第二端部ガイド下部部材２５０との上下方向の隙間寸法をゼ
ロまたは略一定の値に保持できる。
　【００５６】
　また、第一の実施形態に係る支持構造体では、中間ガイド下部部材３０に上方に向いた
案内面３１を設け、その案内面３１が中間ガイド上部部材１４０に前後方向に案内される
様にし、第一下部案内面１２１の案内用軌跡と第二下部案内面１３１の案内用軌跡が同一
のプロフィールをもち、中間ガイド下部部材３０の案内用軌跡がそのプロフィールと上下
方向に線対象である様にしたので、中間部材２０が前後方向に往復移動すると、第一下部
移動体４０が第一下部案内面１２１に接触されて所定方向に案内され、第二下部移動体５
０が第二下部案内面１３１に接触されて所定方向に案内され、中間ガイド上部部材１４０
と中間ガイド下部部材３０との上下方向の隙間寸法をゼロまたは略一定の値に保持できる
。
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　また、第一下部移動体４０と第二下部移動体５０との車輪を滑り軸受５２を介して案内
面に案内されて転動する様にし、中間ガイド上部部材１４０のローラが滑り軸受を介して
中間ガイド下部部材３０に設けた案内面に案内されて転動する様にしたので、被支持体１
１が水平に揺すられると、第一下部移動体４０と第二下部移動体５０とが下部構造１００
の案内面の上を移動し、滑り軸受の摩擦により被支持体１１に作用する加速度が減衰する
。被支持体１１が転倒しかけると、中間ガイド上部部材１４０が、中間ガイド下部部材３
０の案内面の上を転動し、滑り軸受の摩擦により被支持体に作用する加速度が減衰する。
従って、被支持体に作用する加速度を緩和できる。
　【００５７】
　また、第二の実施形態に係る支持構造体では、中間ガイド上部部材１４０に下方に向い
た案内面１４１’を設け、その案内面１４１’が中間ガイド下部部材３０を前後方向に案
内する様にし、第一下部案内面１２１の案内用軌跡と第二下部案内面１３１の案内用軌跡
が同一のプロフィールをもち、中間ガイド上部部材１４０の案内用軌跡がそのプロフィー
ルと同一である様にしたので、中間部材２０が前後方向に往復移動すると、第一下部移動
体４０が第一下部案内面１２１に接触されて所定方向に案内され、第二下部移動体５０が
第二下部案内面１３１に接触されて所定方向に案内され、中間ガイド上部部材１４０と中
間ガイド下部部材３０との上下方向の隙間寸法をゼロまたは略一定の値に保持できる。
　また、第一下部移動体４０と第二下部移動体５０の車輪を滑り軸受５２を介して案内面
に案内されて転動する様にし、中間ガイド下部部材３０のローラが滑り軸受を介して中間
ガイド上部部材１４０に設けた案内面に案内されて転動する様にしたので、被支持体１１
が水平に揺すられると、第一下部移動体４０と第二下部移動体５０とが下部構造１００の
案内面の上を移動し、滑り軸受の摩擦により被支持体１１に作用する加速度が減衰する。
被支持体１１が転倒しかけると、中間ガイド下部部材３０が、中間ガイド上部部材１４０
の案内面の上を転動し、滑り軸受の摩擦により被支持体に作用する加速度が減衰する。従
って、被支持体に作用する加速度を緩和できる。
　【００５８】
　本発明は以上に述べた実施形態に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない歯非
で各種の変更が可能である。
　中間部材が上部構造を介して被支持体を支持する例で説明したが、これに限定されず、
中間部材が直接に被支持体を支持してもよい。
　また、第一端部ガイド上部部材６０または第二端部ガイド上部部材７０は、中間部材２
０の前方または後方の端部から突き出た略四辺形の断面を持った突起状の部材であるとし
て説明したが、ごれに限定されない。例えば、図１５に示す様に、第一上部移動体８０の
回転軸８１の端部が第一端部ガイド上部部材６０を兼ねていてもよい。
【図面の簡単な説明】
　【００５９】
　　【図１】本発明の第一の実施形態に係る支持構造体の全体正面図である。
　　【図２】本発明の第一の実施形態に係る支持構造体の全体側面図である。
　　【図３】本発明の第一の実施形態に係る支持構造体の全体平面図である。
　　【図４】本発明の第一の実施形態に係る支持構造体の正面図である。
　　【図５】本発明の第一の実施形態に係る支持構造体の側面図である。
　　【図６】本発明の第一の実施形態に係る支持構造体の平面図である。
　　【図７】本発明の第一の実施形態に係る支持構造体のＡ－Ａ断面図である。
　　【図８】本発明の第一の実施形態に係る支持構造体のＢ－Ｂ断面図である。
　　【図９】本発明の第一の実施形態に係る支持構造体のＣ－Ｃ断面図である。
　　【図１０】本発明の第一の実施形態に係る支持構造体のＤ－Ｄ断面図である。
　　【図１１】本発明の第一の実施形態に係る支持構造体のＥ－Ｅ断面図である。
　　【図１２】本発明の第一の実施形態に係る支持構造体のＦ－Ｆ断面図である。
　　【図１３】本発明の第二の実施形態に係る支持構造体の側面図である。
　　【図１４】本発明の第二の実施形態に係る支持構造体のＧ－Ｇ断面図である。
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　　【図１５】本発明の第三の実施形態に係る支持構造体のＤ－Ｄ断面図である。
【符号の説明】
　【００６０】
　１０　　支持構造体
　１１　　被支持体
　２０　　中間部材
　３０　　中間ガイド下部部材
　３１　　中間ガイド下部案内面
　３１’　回転軸
　３２’　滑り軸受
　３３’　ローラ
　４０　　第一下部移動体
　４１　　回転軸
　４２　　滑り軸受
　４３　　車輪
　５０　　第二下部移動体
　５１　　回転軸
　５２　　滑り軸受
　５３　　車輪
　６０　　第一端部ガイド上部部材
　７０　　第二端部ガイド上部部材
　８０　　第一上部移動体
　８１　　回転軸
　８２　　滑り軸受
　８３　　車輪
　９０　　第二上部移動体
　９１　　回転軸
　９２　　滑り軸受
　９３　　車輪
１００　　下部構造
１１０　　下部構造基礎
１２０　　第一下部案内部材
１２１　　第一下部案内面
１３０　　第二下部案内部材
１３１　　第二下部案内面
１４０　　中間ガイド上部部材
１４１　　中間ガイド上部部材基礎
１４１’　中間ガイド上部案内面
１４２　　回転軸
１４３　　滑り軸受
１４４　　ローラ
２００　　上部構造
２１０　　上部構造基礎
２１１　　第一上部構造基礎
２１２　　第二上部構造基礎
２２０　　第一上部案内部材
２２１　　第一上部案内面
２３０　　第二上部案内部材
２３１　　第二上部案内面
２４０　　第一端部ガイド下部部材
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２４１　　第一端部ガイド下部案内面
２４２　　第一端部ガイド下部部材基礎
２４３　　第一端部ガイド下部案内部材
２５０　　第二端部ガイド下部部材
２５１　　第二端部ガイド下部案内面
２５２　　第二端部ガイド下部部材基礎
２５３　　第二端部ガイド下部案内部材
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【書類名】図面
【図１】
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【図３】
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【図１０】



整理番号:KP0157     特願2006-231328　 (Proof)  提出日:平成18年 8月28日         9
【図１１】
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【図１５】
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【書類名】要約書
【要約】
【課題】　簡単な構造で対象物を設置して地震等の場合に転倒を防止することのできる支
持構造体を提供しようとする。
【解決手段】
　従来の設置場所を基礎として被支持体を支持する支持構造体にかわって、上方に向いた
第一下部案内面を持った第一下部案内部材と上方に向いた第二下部案内面を持った第二下
部案内部材とを前記中間ガイド上部部材を中間に挟んで前後方向に並べて設置場所に据え
付ける下部構造と、被支持体を支持する中間部材と、前記中間部材に支持され前記中間ガ
イド上部部材に前記所定方向に移動自在に案内される中間ガイド下部部材と、前記中間部
材の前記所定方向の一方の側に支持され前記第一下部案内部材に前記所定方向に案内され
ることをできる第一下部移動体と、前記中間部材の前記所定方向の他方の側に支持され前
記第二下部案内部材に前記所定方向に案内されることをできる第二下部移動体と、を備え
るものとした。
【選択図】　　図１


